
（平成２２年９月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認岐阜地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岐阜国民年金 事案 845 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から 55年３月までの国民年金保

険料及び同年１月から同年３月までの付加保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月から 55年３月まで 

昭和 45年 11月に夫がＡ社を退職した時、Ｂ区役所の支所で、夫と一緒に

国民健康保険と国民年金に加入した。私が国民年金の加入手続をし、毎月夫

婦二人分の国民年金保険料を納付してきており、未納となっていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45年 11月にその夫がＡ社を退職した時、Ｂ区役所の支所で

夫と一緒に国民健康保険と国民年金に加入し、毎月夫婦二人分の国民年金保険

料を納付してきたと述べているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、55

年２月ごろに夫婦連番で払い出されており、申立期間の大部分は特例納付及び

過年度納付により納付することになるが、申立人は、さかのぼって保険料をま

とめて納付した記憶は無いとしている。 

   また、申立人夫婦は、Ｂ区で国民年金の加入手続をした際受け取ったとする

年金手帳を所持しているところ、その年金手帳は昭和 49年 11月以降に発行さ

れた三制度共通のものである上、その年金手帳に記載されている住所はＣ区で

あることから、上述の国民年金手帳記号番号払出月からも、申立人夫婦の国民

年金加入手続は 55 年２月ごろにＣ区で同時に行われたものと考えられ、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 54年４月から 55年３月までの期間に

ついては、転出後のＤ市の国民年金被保険者名簿において、「外納」と記載さ

れて納付済みとなっており、国民年金手帳記号番号の払出月からも当該期間は

現年度納付が可能であることから、申立人は前住所地のＣ区において国民年金

保険料を納付していた可能性がうかがわれる。 

   さらに、加入手続時に交付されたとする申立人が所持する年金手帳には、昭

和 55年１月 31日付けで、「付加保険料納付申出」のゴム印が押され、Ｅ県の



年度別納付状況リストにも付加申出年月は同年同月と記載されており、申立人

は、国民年金の加入手続の際、併せて付加保険料納付申出書を提出し、申立期

間後の昭和 55 年度から付加保険料を納付していることからも、上述の申出月

から付加保険料の納付を開始したと考えても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和54年４月から55年３月までの国民年金保険料及び同年１月から同年３月ま

での付加保険料を納付していたものと認められる。 

 



岐阜国民年金 事案 846 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年３月から７年７月までの国民年金保険料については、免除

されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から７年７月まで 

申立期間中、突然国民年金の納付書が送られてきたので、父親がＡ市役所

に問い合わせ、その日のうちに市役所で免除の手続を終えたことを母親から

聞いた。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 17 か月と比較的短期間であるとともに、申立期間以外の国民年

金加入期間はすべて免除申請されている。 

また、申立人は、申立期間は申立人の父親が免除申請を行っていたとしてい

るところ、その父親は既に死亡しているため、手続の詳細が不明であるが、申

立人の母親は、申立人の父親が亡くなった平成 11 年＊月ごろまでは、家族の

国民年金の手続についてはすべて申立人の父親が行っていたと供述しており、

その母親の平成９年度及び 10 年度についても免除申請されていることから、

申立期間についても同様にその父親が申請免除を行ったと推認でき、申立人の

母親の主張に不自然さは認められず、基本的に信用できる。 

さらに、申立人の母親は、免除申請に至った経緯等、当時の状況を詳細に記

憶しており、その主張に不合理な点はみられない。 

加えて、申立人の父親が経営する会社は、Ｂ社会保険事務所（当時）の資料

から、申立期間当時、厚生年金保険料を滞納していたことが確認でき、経営が

苦しかったことがうかがわれるため、免除申請をすれば承認されたものと推測

される。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を免除されていたものと認められる。 



岐阜国民年金 事案 847 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から 55年３月までの国民年金保

険料及び同年１月から同年３月までの付加保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 11月から 55年３月まで 

昭和 45年 11月にＡ社を退職した時、Ｂ区役所の支所で、妻と一緒に国民

健康保険と国民年金に加入した。妻が国民年金の加入手続をし、毎月夫婦二

人分の国民年金保険料を納付していたはずであり、未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45年 11月にＡ社を退職した時、Ｂ区役所の支所で申立人の

妻が夫婦の国民健康保険及び国民年金の加入手続をし、毎月夫婦二人分の国民

年金保険料を納付していたと述べているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番

号は、55 年２月ごろに夫婦連番で払い出されており、申立期間の大部分は特

例納付及び過年度納付により納付することになるが、申立人は、その妻がさか

のぼって保険料をまとめて納付したという話を聞いた記憶は無いとしている。    

また、申立人夫婦は、Ｂ区で国民年金の加入手続をした際受け取ったとする

年金手帳を所持しているところ、その年金手帳は昭和 49年 11月以降に発行さ

れた三制度共通のものである上、その年金手帳に記載されている住所はＣ区で

あることから、前述の国民年金手帳記号番号払出月からも、申立人夫婦の国民

年金加入手続は 55 年２月ごろにＣ区で同時に行われたものと考えられ、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 54年４月から 55年３月までの期間に

ついては、申立人のＤ市の国民年金被保険者名簿は確認できないものの、その

妻は同市の国民年金被保険者名簿において、「外納」と記載されて納付済みと

なっており、その妻は、夫婦二人の国民年金加入手続及び保険料の納付を一緒

に行っていたと述べていることから、申立人についても同様に、前住所地のＣ

区で国民年金保険料を納付していた可能性がうかがわれる。 

   さらに、加入手続時に交付されたとする申立人が所持する年金手帳には、昭



和 55年１月 31日付けで、「付加保険料納付申出」のゴム印が押されているに

もかかわらず、Ｅ県の年度別納付状況リストには付加申出年月が記載されてい

ない上、オンライン記録では、同年４月から付加保険料も併せて納付となって

いることから、記録管理が適正に行われていなかった可能性がうかがわれ、上

述の申出月から付加保険料の納付を開始し、同年１月から同年３月までの付加

保険料も納付していたと考えても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和54年４月から55年３月までの国民年金保険料及び同年１月から同年３月ま

での付加保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



岐阜厚生年金 事案 914 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 45年４月７日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 45年４月７日から同年７月１日まで 

         昭和 43 年３月 18 日にＢ社に入社し、45 年４月７日にグループ企業であ

るＡ社に移籍した。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された同社とＢ社で取り交わされた整備

士訓練生を移籍するにあたっての「覚書」から判断すると、申立人は申立てに

係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 45 年４月７日にＢ社からＡ社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 45

年７月の健康保険厚生年金保険被保険者原票から、２万 8,000円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ａ社は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。  

 

 



岐阜厚生年金 事案 915 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月 27日から 14年４月１日まで              

    平成４年６月に、Ａ社（平成９年７月に、Ｂ社に社名変更）の代表である

Ｃ氏に請われて入社し、継続して働いていた。 

    入社の際に、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所であるとの説明を受けたが、

平成 14年３月に病院にかかった際に、自分が健康保険に加入していないこ

とを知り、会社に加入するように詰め寄ったことを覚えている。 

入社した平成４年６月にはＡ社は厚生年金保険の適用事業所となってい

るので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成４年６月から継続して勤務しており、その時点でＡ社は厚生

年金保険の適用事業所となっていたので、申立期間において厚生年金保険の被

保険者であったと主張している。 

しかしながら、申立期間のうち、平成４年６月 27日から 10年 10 月６日ま

での期間について、当時、Ａ社に勤務していた５名の同僚に照会したところ、

３名は、申立人を記憶しておらず、２名は、申立人を記憶しているものの、申

立人の当該期間における雇用形態及び雇用条件について証言を得ることがで

きなかった。 

また、当該期間において、証言が得られた複数の同僚は、雇用保険の記録が

確認できるところ、申立人には雇用保険の記録は確認できない。 

さらに、Ａ社は、平成 15 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、当時の資料も残されていないことから、申立人の当該期間におけ

る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

一方、申立期間のうち、平成 10年 10月７日から 14年４月１日までの期間

について、オンライン記録によると、申立人は 10年 10月７日に健康保険に加

入したことが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険については、当時、厚生年金保険法において、

満 65 歳到達時に被保険者資格を喪失する旨が規定されていたところ、申立人



は、平成９年＊月＊日に満 65 歳に到達していることから、当該期間について

は、厚生年金保険の強制被保険者となることができない。 

なお、申立人は、Ａ社において平成 14 年４月１日に厚生年金保険の被保険

者資格を取得しているが、厚生年金保険法の改正により、同日以降、厚生年金

保険の加入年齢が 65歳未満から 70歳未満に変更されたことにより、厚生年金

保険の被保険者資格を取得できるものとなっている。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



岐阜厚生年金 事案 916 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨         

    申 立 期 間 ： 昭和 31年７月１日から 33年６月 20日まで 

 日本年金機構からのねんきん定期便でＡ社の厚生年金保険の加入期間が

漏れていることに気がついた。同社には昭和 31 年６月ころに社長から図案

部を創設するからと誘われ入社したが、入社する前に約８年間勤務していた

会社で厚生年金保険、健康保険、雇用保険の保険料が給料から控除されてい

たので、Ａ社でも同じように保険料が給料から控除されていたはずである。

申立期間中に、名前がＢからＣに変わったので厚生年金保険の加入記録を調

査し、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言、申立人が保管しているＡ社社長の感謝状により、期間は

特定できないものの、申立人が同社で勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、昭和 32 年１月８日に撮影されたとして申立人から提出され

たＡ社の従業員集合写真には、39 名の従業員が写っているところ、このうち

氏名が特定できた 33 名のうち、同年１月８日時点で厚生年金保険の被保険者

資格を取得していない者が 11名確認できる。 

また、Ａ社の当時の事務担当者は、「当時は、従業員全員が厚生年金保険に

加入していたというわけではなく、自分自身も１年くらい加入できなかった。

社会保険事務所（当時）から指導があって、３年くらいかけて全員を加入させ

たと思う。」と証言している。 

これらのことから、Ａ社では、すべての従業員について、入社と同時に厚生

年金保険の被保険者資格を取得させていなかったと考えられる。 

さらに、Ａ社は、当時の資料は火災で焼失したため無いと回答している上、

当時の事業主は高齢であることから、申立人の申立期間における厚生年金保険

の適用についての証言を得ることができない。 

なお、申立人の厚生年金保険手帳記号番号は、Ａ社において、変更後の氏名

で新たに払い出されている上、同社で被保険者資格を取得した日（昭和 33 年

６月 20日）から約１年後の昭和 34年６月 29日に入社前の会社で資格取得時



に払い出された記号番号に訂正されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岐阜厚生年金 事案 917 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 11年４月から 14年ころまで 

                            （Ａ社Ｂ工場） 

             ② 昭和 14年ころから 15年１月 12日まで 

               （Ｃ社Ｄ工場） 

             ③ 昭和 15年１月 12日から 20年８月ころまで 

               （Ｅ社Ｆ工場） 

         高等小学校２年を卒業してすぐにＡ社（現在は、Ｇ社）Ｂ工場に正社員と

して採用され、申立期間①において同社で勤務していた。 

Ｃ社（現在は、Ｈ社）Ｄ工場に正社員として採用され、申立期間②にお

いて同社で勤務していた。 

申立期間③において、Ｅ社Ｆ工場に正社員として採用され、アルミやス

テンレスのパイプ加工に従事した。同社に約３年間勤務したところで召集令

状により兵役に服した。終戦の翌年に復員し家業に従事した。 

それぞれの会社に勤務していた期間が厚生年金保険の被保険者期間と

なっていないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①においてＡ社Ｂ工場、申立期間②においてＣ社Ｄ工場

に勤務していたと主張している。また、申立期間③において、同僚の、「私が

入社した昭和 15年１月 12日には、申立人は既にＥ社Ｆ工場の現場にいた。」

との証言から、申立人が期間の特定はできないものの、Ｅ社Ｆ工場において勤

務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立期間①及び②並びに③のうち、昭和 15年１月 12日から

17 年５月 30 日までの期間については、労働者年金保険法（昭和 16 年法律第

60 号）の適用が開始された同年６月１日よりも前の期間であることから、当

該期間は労働者年金保険の被保険者となることができなかった期間であると

認められる。 

また、申立期間③のうち、昭和 17年６月１日から 20年８月までの期間につ



いて、申立人は、「昭和 17年に召集令状が来た時には、Ｅ社Ｆ工場を退職して

いたが、いつ退職したかは覚えていない。」と回答している上、Ｅ社は、「当社

Ｆ工場及びＩ本社並びにＪ健康保険組合の退職者人事カードを調査したが、申

立人の記録は無かった。」と回答していることから、17年６月に労働者年金保

険制度が発足した時点における申立人の在職の有無、勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｅ社Ｆ工場に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿に、申立人

の氏名は無く、労働者年金保険記号番号は連番となっており、欠番は無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 918 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間②に係る脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所  ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 10月１日から 29年１月 22日まで 

         ② 昭和 29年 10月５日から 30年６月 28日まで 

    申立期間①について、Ａ社には会社から実家の方に募集が来て秋から勤め

た記憶がある。社会保険事務所（当時）の記録では年明けから３か月ほど勤

めたことになっているが、６か月は勤めたはずなので申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

申立期間②について、Ｂ社Ｃ工場（現在は、Ｄ社）に勤務し、結婚のため

退職する時に会社の人事課から脱退手当金について説明を受けた。皆がも

らっていると聞いたので、私ももらえるように手続をしてもらった記憶はあ

るが、Ｅ社で勤務した期間については、会社に伝えていない。Ｂ社Ｃ工場の

分は脱退手当金をもらったが、Ｅ社についてはもらっていないので厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 28年 10月１日からＡ社に勤務してい

たと主張しているが、同僚の一人は申立人が同社で勤務していたことを記憶し

ているものの、勤務期間についての記憶は無く、その他の複数の同僚は、申立

人が同社に勤務していたことを記憶していないことから、申立期間①において

申立人が同社で勤務していたことを確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる申立人の

資格取得日は昭和 29年１月 22日であり、厚生年金保険被保険者記号番号払出

簿及び厚生年金保険被保険者台帳で確認できる資格取得日も同日で一致して

いる。 

さらに、同僚の一人は、「申立人のことは知っているが、Ａ社で一緒に勤務

した記憶は無い。申立人が同社で勤務していたのなら自分の退社後であると思

う。」と証言しているところ、オンライン記録によると、前述の同僚の資格喪



失日は、申立人の資格取得日と同日であったことが確認できる。 

加えて、Ａ社は、既に廃業しており、当時の事業主も死亡していることから、

申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確

認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、申立人に係る厚生年金保険被保険者期間の被保険者記

号番号は、申立期間及びＢ社Ｃ工場での被保険者期間と同一番号で管理されて

いる。 

また、申立人に係るＢ社Ｃ工場の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当

金の支給を意味する「脱Ｆ」の表示が記されているとともに、脱退手当金は申

立期間②及び同社Ｃ工場の期間を基礎として支給されている上、その支給額に

計算上の誤りは無く、同社Ｃ工場における厚生年金保険資格喪失日から約３か

月後の昭和 39年９月 29日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



岐阜厚生年金 事案 919 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年３月４日から 44年７月 11日まで 

Ａ社で働いていた昭和 41年３月から 44年７月までの期間について、脱退

手当金を受け取ったことになっているが、脱退手当金をもらった記憶は無い。

当時、会社から年金については一度も説明を聞いたことは無く、退社時に本

人の意思を確認せず、会社の都合だけで厚生年金保険を脱退させるのは納得

がいかないので、支給記録を取り消し、厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記載されている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無く、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約８か月後

の昭和 45年３月 16日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人の勤務していたＡ社において、申立人と同時期に退職し脱退手

当金の受給記録が存在する同僚は、「退職時に事業所から脱退手当金の説明を

受け、脱退手当金の請求手続は事業所が代行してくれた。」と証言しているこ

とを踏まえると、申立人についても事業所による代理請求がなされたものと考

えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


